
 京都市交通局傷病職員取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和２年３月１７日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第１６号 

   京都市交通局傷病職員取扱規程の一部を改正する規程 

 京都市交通局傷病職員取扱規程の一部を次のように改正する。 

 第２条の次に次の１項を加える。 

２ 京都市交通局職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程第１４条第４項の規定によ

り勤務を要しない日を設けられた職員については，前項第２号中「７５日」とあるのは

「４箇月」とし，「１８日」とあるのは「１箇月」とする。 

   附 則 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 

 

 


